
 

 

幼稚園型認定こども園について（概要） 

 

１ 概要 

  認定こども園化を決定している４つの幼稚園について、施設の整備が完了した園から順次、認定こ

ども園へ移行し、質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供を実施する。 

 

２ 名称 

 ⑴ 認定こども園文京区立湯島幼稚園（文京区本郷一丁目１番へ移転） 

 ⑵ 認定こども園文京区立柳町幼稚園 

 ⑶ 認定こども園文京区立明化幼稚園 

 ⑷ 認定こども園文京区立後楽幼稚園 

 

３ 定員 

    クラス 

認定区分 

保育機能施設 幼稚園 

合 計 １歳 

（１クラス） 

２歳 

（１クラス） 

３歳 

（２クラス） 

４歳 

（２クラス） 

５歳 

（２クラス） 

１号認定   16 26 26 68 

２号認定   14 14 14 42 

３号認定 10 11    21 

合  計 10 11 30 40 40 131 

 

４ 教育・保育時間 

 教育・保育 預かり保育 延長保育 

１号認定 午前９時～午後２時 

午前８時～午前９時、 

午後２時～午後６時 15 分

（長期休業日は午前８時～午後６時 15 分）  

 

２号認定 
午前７時 15 分～ 

午後６時 15 分 
 

午後６時 15 分～

午後７時 15 分 

３号認定 
午前７時 15 分～ 

午後６時 15 分 
 

午後６時 15 分～

午後７時 15 分 

  

５ スケジュール（予定） 

  令和５年９月 文京区議会（９月定例） 

令和７年４月 認定こども園文京区立湯島幼稚園を開設 

資料第４号 
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幼稚園型認定こども園について 

 

 

第１ 区立幼稚園の認定こども園化 

 文京区教育委員会では、文京区区立幼稚園の認定こども園化検討委員会の報告を踏まえ、

施設の改築・改修に合わせ、その時々の待機児童数等の状況を総合的に考慮の上、区立幼稚

園の認定こども園化を進めることとしており、柳町こどもの森、明化幼稚園、後楽幼稚園及

び湯島幼稚園の認定こども園化を決定している。 

 現在、認定こども園化を決定した４つの幼稚園の施設の整備を進めており、整備が完了し

た後に順次、認定こども園へ移行し、質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供を

実施する。 

 

第２ 施設の概要 

 １ 認定こども園の類型 

   幼稚園型（年齢区分型） 

 

    ≪幼稚園型（年齢区分型）とは≫ 

     学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する幼稚園に保育機能施

設を一体的に設置した認定こども園であり、保育機能施設に入所していた園児

を引き続き幼稚園に入園させて、一貫した教育及び保育を行う。 

 

 

 ２ 名称・所在地 

認定こども園文京区立湯島幼稚園 

所 在 地 文京区本郷一丁目１番（以下、住居表示未定） 

開設年月 令和７年４月（予定） 

認定こども園文京区立柳町幼稚園 

所 在 地 文京区小石川一丁目 23 番６号 

開設年月 令和８年４月（予定） 

認定こども園文京区立明化幼稚園 

所 在 地 文京区千石一丁目 13 番（以下、住居表示未定） 

開設年月 令和９年４月（予定） 

認定こども園文京区立後楽幼稚園 

所 在 地 文京区後楽一丁目７番（以下、住居表示未定） 

開設年月 令和９年４月（予定） 
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第３ 運営 

１ 定員 

  定員については、４園に共通する。ただし、開設に当たっては、その時々の待機児童

数や在園児数等の状況を総合的に考慮の上で、定員を設定する。 

  クラス 

認定区分 

保育機能施設 幼稚園 

合 計 １歳 

（１クラス） 

２歳 

（１クラス） 

３歳 

（２クラス） 

４歳 

（２クラス） 

５歳 

（２クラス） 

１号認定   16 26 26 68 

２号認定   14 14 14 42 

３号認定 10 11    21 

合  計 10 11 30 40 40 131 

 

 

  ≪認定区分とは≫ 

   認定こども園を利用する子どもは、以下の３つの認定区分に分かれる。 

１号認定…満３歳から５歳の就学前の子ども 

２号認定…満３歳から５歳の就学前の子どもであって、保育を必要とする子ども 

３号認定…満３歳未満の就学前の子どもであって、保育を必要とする子ども 

 

 

２ 教育・保育時間 

 教育・保育 預かり保育 延長保育 

１号認定 
午前９時～

午後２時 

午前８時～午前９時、 

午後２時～午後６時 15 分

（長期休業日は午前８時

～午後６時 15 分） 

 

２号認定 
午前７時 15 分～

午後６時 15 分 
 

午後６時 15 分～

午後７時 15 分 

３号認定 
午前７時 15 分～

午後６時 15 分 
 

午後６時 15 分～

午後７時 15 分 
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３ 開園日 

   

 
月
曜
日
～

金
曜
日 

土

曜

日 

日

曜

日 

祝

日 
年
末
年
始 

長
期
休
業
日 

開
園
記
念
日 

都
民
の
日 

振
替
休
業
日 

１号認定 ○ × × ×  × × × × 

 

預かり保育 

（登録利用） 
○ × × × × ○ ○ ○ ○ 

預かり保育 

（一時利用） 
○ × × ×  ※ ※ ※ ※ 

２号認定 ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 

３号認定 ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 

ただし、園行事、年末保育を除く。 

※ 緊急（急病、冠婚葬祭等）の場合に限る。 

 

４ 職員体制 

 ⑴ 施設長 

ア 認定こども園の施設長 

    幼稚園長が兼務する。 

  イ 幼稚園の施設長 

    幼稚園長を置く。 

  ウ 保育機能施設の施設長 

幼稚園長が兼務する。 

 ⑵ 幼稚園の副園長を置く。 

 ⑶ 幼稚園教諭 

   保育機能施設部分も含め、幼稚園教諭（原則、保育士資格を有する者）を置く。ま

≪保育必要量の認定≫ 

 ２号認定及び 3 号認定は、保育を必要とする事由に応じて「保育標準時間」又

は「保育短時間」の認定をする。なお、実際の保育時間は、保護者の勤務時間等

の状況により保育時間を決定する。 

 保育標準時間…午前７時 15 分～午後６時 15 分までの範囲内（最大 11 時間） 

 保育短時間…午前９時～午後５時までの範囲内（最大８時間） 
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た、その者の中から、幼稚園長及び副園長を補佐する主任を１名命じる。 

 ⑷ 栄養士、看護師、事務、用務を置く。 

⑸ 学校医、学校歯科医、学校薬剤師を委嘱する。 

⑹ その他 

   11 時間保育、延長保育、預かり保育等を実施するため、保育補助を配置する。 

 

５ 給食の提供 

 ⑴ 全ての園児に完全給食を提供する。 

 ⑵ ２号認定及び３号認定並びに預かり保育の園児に、おやつを提供する。 

 ⑶ 延長保育の園児には、延長保育補食を提供する。 

 

第４ 教育・保育の内容 

１ カリキュラム 

  本区においては、幼児期の質の高い幼児教育・保育を実現するため、生きる力の基礎

の育成を「軸」に添えた「文京区版幼児教育・保育カリキュラム」を策定しており、区

立幼稚園、区立保育園及び認定こども園の各園において、全体的な計画や指導計画の編

成及び振り返りの羅針盤として活用し、子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼児

教育・保育の充実に取り組むこととしている。 

  また、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における教育及び保育は、就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77 号）により、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏まえて行わなければな

らないとされている。 

  幼稚園型認定こども園においては、「幼稚園教育要領」は基より、「幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領」を踏まえ、また、「文京区版幼児教育・保育カリキュラム」を

活用し、幼児教育と保育を一体的に行う施設の特性を活かした全体的な計画や指導計

画を編成し、１歳から５歳までの一貫した教育及び保育を提供する。 

 

２ 一日の過ごし方 

  別紙１参照 

 

３ 特別保育 

  特別な配慮を必要とする園児への指導は、個々の園児の状態などに応じた指導内容

や指導方法を工夫し、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくこ

とに配慮した教育及び保育を行う。 

 ⑴ 申し込み 

  ア １号認定 
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    面接、行動観察、特別支援教育相談委員会等を実施する。 

  イ ２号認定及び３号認定 

    入所選考後、面接、行動観察、特別支援教育相談委員会等を実施する。 

 ⑵ 受入れ体制 

   判定結果に応じ、特別保育支援員等を配置する。 

 ⑶ 預かり保育 

   判定結果に応じ、保育補助を配置する。 

 

４ 医療的ケア児 

  医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第 81 号）に基

づき、在園する医療的ケア児に対して適切な支援を行う。 

 ⑴ 申し込み 

   面談、行動観察、医療的ケア判定会等を実施する。 

 ⑵ 受け入れ体制 

   判定結果に応じ、看護師の配置等、必要な措置を講じる。 

 

５ 子育て支援事業 

  地域の子育て世帯への支援として、以下の３つの事業を実施する。なお、⑶の事業に

ついては、認定こども園を開設した後に準備が整い次第、実施する。 

  ⑴ 地域の子ども及び保護者同士の交流の場等を設け、保護者の相談に応じ、情報の

提供、助言並びに援助を行う事業 

  ⑵ 地域の保護者からの相談を受け付け、助言及び援助を行う事業 

  ⑶ 地域の子どもの一時保育事業 

事業名 対 象 利用要件 利用日 利用時間 定 員 

緊急一時

保育 

区内在住 

１歳児クラ

スの年齢か

ら 

保護者の病

気、出産又

は家族の看

護等 

月曜日～土

曜日（日曜

日・祝日・年

末年始等を

除く） 

午前7時15

分～午後６

時 15 分 

各園２人 

リフレッ

シュ一時

保育 

区内在住 

１歳児クラ

スの年齢か

ら 

理由を問わ

ず利用可能 

月曜日～金

曜日（土曜

日・日曜日・

祝日・年末年

始等を除く） 

午前8時30

分～午後６

時 

各園２人 

（緊急一時

保育の定員

に空きがあ

る 場 合 の

み） 
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第５ 預かり保育 

  １号認定の在園児を対象として、預かり保育を実施する。 

保育時間 

月曜日～金曜日 
午前８時～午前９時、 

午後２時～午後６時 15 分 

長期休業日、開園記念日、都

民の日、振替休業日 
午前８時～午後６時 15 分 

定 員 
登録利用 25 人 

一時利用 ※ 10 人 

※ 一時利用については、長期休業日、開園記念日、都民の日及び振替休業日は、緊急

（急病、冠婚葬祭等）の場合に限る。 

 

第６ 延長保育等 

 １ 延長保育 

２号認定及び３号認定の在園児を対象として、延長保育を実施する。 

保育時間 午後６時 15 分～午後７時 15 分 

定 員 
月極利用 18 人 

日を指定して利用（スポット） ６人 

 

２ 保育短時間認定スポット 

２号認定及び３号認定の保育短時間の在園児を対象に、勤務等の都合を理由として、

保育短時間認定スポットを実施する。 

保育時間 午前７時 15 分～午前９時、午後５時～午後６時 15 分 

 

第７ 年末保育 

  ２号認定及び３号認定の在園児を対象として、年末保育を実施する。なお、実施規模等

については、各園のニーズを踏まえた上で決定する。 

実施日 12 月 29 日及び 30 日（日曜日を除く） 

保育時間 午前７時 15 分～午後６時 15 分 
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第８ 入園選考 

 １ 園児募集 

    
幼 稚 園 保育機能施設 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

募集方法 
幼稚園型認定こども園の１号認定

として募集 

認可保育所（区立・私立）等の園児

募集の枠組みで募集 

対 象 
区内在住の３～５歳児 区内在住の３～

５歳児 

１～２歳児 

申込に際

しての留

意事項 

⑴ 区立幼稚園又はお茶の水女子

大学こども園（幼稚園部分）との

併願は不可 

⑵ 区立幼稚園又はお茶の水女子

大学こども園（幼稚園部分）の在

園児の申込みは無効 

⑶ 入園後に区外転出した場合は

退園となる 

⑷ 認定区分ごとに定員枠がある

ため、入園後の区分変更は原則

不可 

⑴ 入園後に区

外転出した場

合は退園とな

る 

⑵ 認定区分ご

とに定員枠が

あるため、入

園後の区分変

更は原則不可 

３歳児クラス

（２号認定）に

進級する際は、

区内在住が条

件。 

入園予定

者の決定 

申込者数が募集人員数を超えたと

きは、抽選会を実施。 

※ 入園希望の園の１号認定に、

兄・姉が在園している申込者を

優先して扱う。ただし、応募状況

によっては抽選となる場合があ

る。 

保育の必要性の認定、入所・延長

保育の選考を実施。 

面接・健

康診断 

各園で、入園予定者の面接と健康

診断を実施。 

各園で、入園予定者の面接と健康

診断を実施。 

再募集・

二次募集 

定員に空きのある園について、再

募集を実施。再募集に係る留意事

項は以下のとおり。 

⑴ 定員に空きがない園の補欠登

録の申請も受け付け 

⑵ 申込できるのは１園のみ 

⑶ 既に区立幼稚園又は区立認定

こども園（１号認定）で補欠の方

定員に空きのある園について、二

次募集を実施。留意事項は以下の

とおり。 

⑴  一次募集で保留となった方

は、自動的に二次募集に回る 

⑵ 希望する園を変更する場合、

二次募集期間内の届け出が必要 
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は、事前に補欠となっている園

に補欠登録の取下げが必要 

⑷ 預かり保育（登録利用）も希

望する場合は、同時に申請受け

付け 

⑸ 再募集以降は、先着順で入園

予定者を決定 

転 園 

新規入園児の募集とは別に、翌年

度４月からの転園希望者を対象に

した転園申請（以下「４月転園申

請」という。）を実施。留意事項は

以下のとおり。 

⑴ ４月転園申請期間中に申請し

たものの転園できなかった場合

は、在園中の園に引き続き在園

できる 

⑵ ４月転園申請以外で転園を希

望する場合は、在園中の園を退

園した後に、新たに入園申請が

必要 

転園希望は、新規入園児の募集に

おいて受け付け。留意事項は以下

のとおり。 

⑴ 転園申込をしたものの転園で

きなかった場合は、在園中の園

に引き続き在園できる 

⑵ 転園が内定した時点で、在園

中の園（転園元）は退園となる 

⑶ 転園の内定が出た場合は、内

定辞退をしても元の園に戻るこ

とはできない 

※ 園児募集から入園までの流れは、別紙２を参照 

 

 ２ 預かり保育 

 登録利用 一時利用 

募集方法 幼稚園型認定こども園の預かり保育として募集 

対 象 

教育時間以外の間も保護者の就労

等により保育を必要とする、１号

認定の入園予定者又は在園児。 

１号認定の在園児。ただし、長期

休業日、開園記念日、都民の日及

び振替休業日は、緊急（急病、冠婚

葬祭等）の場合に限る。 

利用の決

定 

申込者数が募集人員数を超えたと

きは、優先順位に従い決定。同順

位で募集人員を超えたときは抽選

を実施。 

利用する日の前月１日～22 日に

各園で申し込み。新規入園者は、

５月から利用可能。 

※ 利用申請から利用開始までの流れは、別紙２を参照 
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第９ 保育料等 

 １ 保育料 

認定区分 月額保育料 

１号認定 ０円 

２号認定 ０円 

３号認定 別紙３のとおり 

 

 ２ 預かり保育料 

区 分 預かり保育料 

登録利用 月額   8,900 円 

一時利用 日額    450 円 

   ただし、保育の必要性の認定を受けた者は、登録利用及び一時利用の何れも 0 円。 

 

 ３ 延長保育利用料 

区 分 延長保育利用料 

月極利用 月額 別紙３のとおり 

日を指定して利用（スポット） 日額    400 円 

 

 ４ 保育短時間認定スポット保育利用料 

日額  400 円 

   ただし、日を指定して利用する延長保育を受けた場合は、当該日における保育短時間

認定スポット保育利用料は免除。 

  

第 10 園章・園歌・園服等 

園章、園歌及び園服、帽子、かばん等の取扱いについては、各園の判断とする。 
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別紙１ 

一日の過ごし方 

     ４・５歳児 ３歳児 １・２歳児 

（３号認定） （１号認定） （２号認定） （１号認定） （２号認定） 

7：15   順次登園 

登園 

  順次登園 

登園 

順次登園 

保育 8：00 預かり保育 預かり保育 

   

9：00 登園 

教育時間 

教育時間 登園 

教育時間 

教育時間 保育 

 

 

 

 給食 

11：30 給食 給食 給食 給食 

12：00 午睡 

 教育時間 

 

 

降園 

教育時間 

 

教育時間 教育時間 

  

降園 

午睡 午睡 

13：40 

14：00  

  午睡 午睡 

 おやつ 

保育 

おやつ 

保育 

おやつ 

保育  おやつ 

保育 

おやつ 

保育  

 

 

 

18：15 順次降園 延長保育 順次降園 延長保育 延長保育 

   

19：15 

 

※    ・・・幼稚園教育の時間 
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別紙２ 

【入園選考の流れ】 

 

１号認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

区 報 

10/10 号 

入園申込 

 

 

 

 

 

面接・ 

健康診断 

 

 

利用申請 

 

 

 

 

再募集 

 

 

面接・ 

健康診断 

（随時） 

 

利用申請 

 

入 園 

（４月） 

 

利用開始 

 

転園申込 

 

 

 

 

 

２号・３号認定 

区 報 

11/10 号 

一次募集 

申込 

 

 

入園内定 

 

面接・ 

健康診断 

 

二次募集 

申込 

 

 

入園内定 

 

面接・ 

健康診断 

 

入 園 

（４月） 
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別紙３ 

【２号認定及び３号認定の月額保育料並びに延長保育料】 

 

※ 記載の保育料は、令和５年 10 月分以降の保育料（予定）です。 

※ 改定された場合は、改定後の金額を適用します。 
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別紙４ 

 

「文京区区立幼稚園の認定こども園化検討委員会報告書」（平成 28 年）との比較 

報告書の内容 変更した内容 

⑴ 定員の総数について 

  150 人～170 人（多くとも 200 人未満）の規

模が望ましい。 

131 人 

（４園に共通する。ただし、開設に当

たっては、その時々の待機児童数や

在園児数等の状況を総合的に考慮の

上で、定員を設定する。） 

⑵ 認定こども園の類型について 

 幼稚園型の認定こども園が望ましい。 
－ 

⑶ 現状の幼稚園の定員との関係 

現状の幼稚園の定員をできる限り確保する

ことを前提とすることが望ましい。 

－ 

⑷ 学級編制について 

１クラスの学級編制は原則、30 人以下が望ま

しい。 

－ 

⑸ 保育者の配置について 

学級編制をしたクラスは、原則、幼稚園教諭

と保育士のダブル担任制が望ましい。 

全てのクラスには、原則、保育士

資格を有する幼稚園教諭を複数配置

する。 

⑹ 定員設定について 

１～５歳児について定員を設定することが

望ましい。 

－ 

⑺ 食事の提供について 

原則、１号認定子どもも含めた自園調理によ

る完全給食を実施することが望ましい。 

－ 

 


